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はじめに
昭和 55 年につくられた基本構想は、今日まで区政

運営の羅針盤として大きな役割を果たしてきました。
しかし、その基本構想が策定されてから四半世紀が過
ぎ、21世紀を迎えた今、成熟社会の到来とともに地域
を取り巻く社会経済状況が大きく変化するなかで、区
民の価値観やライフスタイルは非常に多様化していま
す。
一方、地方分権の進展に伴って、区は、区民に最も

身近な基礎的な自治体として生まれ変わりました。こ
れまで以上に地域の特色を踏まえ、みずからの決定と
責任に基づいた個性豊かなまちづくりを進めていくこ
とが必要になっています。また、区民も、自治の主人
公として、自分たちのまちのことをみずから考え、行
動していくことが強く求められています。そのために
も、区は区民との協働をさらに進め、区民と区がそれ
ぞれの役割に応じ、これからの「すみだ」づくりを担っ
ていくことが重要になっています。
このようなことから、この基本構想では、区民と区

が共有するまちづくりの基本理念やめざすべき「すみ
だ」の将来の姿を描くとともに、区民と区が一緒になっ
て「すみだ」をつくる協治（ガバナンス）＊のみちすじ
も明らかにすることとしました。今後、この基本構想
をもとに、区民と区との協働により、輝かしい未来、
そして、魅力や活力あふれる「すみだ」をつくりあげ
ていくこととします。

第1章
基本構想の役割
この基本構想は、めざすべき墨田区の将来の姿と協

治（ガバナンス）のみちすじを示すものであり、計画
的な区政運営を進めるにあたって区民と区が協働して
いくための指針となるものです。

第2章
基本構想の期間
基本構想の期間は、2025 年（21世紀の第 1四半世

紀）までとします。ただし、この間に社会経済状況や
墨田区を取り巻く環境が大きく変化した際には、基本
構想を見直すこととします。

第3章
まちづくりの 
基本理念と基本目標

1―まちづくりの基本理念
2025 年に向けた、墨田区のまちづくりの基本理念

を次のとおり掲げます。

「～水と歴史のハーモニー～
人が輝く いきいき すみだ」

墨田区は、隅田川をはじめ豊かな水辺に恵まれた、
江戸からの歴史や文化が薫るまちです。また、人々が
いきいきと躍動しているなど、多彩な魅力にあふれて
います。これら「すみだ」固有の魅力を今に活かし、
将来にわたって高めていくことにより、「すみだらしさ」
を確立し、多くの人々が「すみだに住みたい」「すみだ
で働きたい」「すみだを訪れたい」と思うまちにしてい
きます。
また、区民・地域・NPO・企業をはじめとして「す

みだ」で活動するすべての人々が、このまちづくりの
基本理念を共有し、地域全体で魅力や活力あふれる「す
みだ」をつくりだしていきます。

2―まちづくりの基本目標
墨田区の将来の姿を描くとき、これまでの基本構想

との連続性に配慮する一方で、社会の潮流を的確に受
け止めるとともに、歴史や文化に恵まれた地域の特性
や都心に近いという利便性などの強みを十分に活かし、
「すみだ」の個性を印象づけていく必要があります。ま
た、区民が質の高い暮らしを送ることができるように
自律的な地域コミュニティを重視したまちづくりを進
めていくとともに、「すみだ」を訪れる人々はもちろん
のこと、区外の人や企業などを意識した都市経営戦略
の視点も求められています。一方、区民が生きる喜び
や充実感・満足感をもって日々の暮らしを送るために
は、基本的人権がすべての人々に保障され、生活の安
全と安心が確保されるなかで、互いに支えあい、励ま
しあっていくような関係が構築されていなければなり
ません。さらに、区民・地域・NPO・企業、そして区
がそれぞれの役割分担のもとに連携し、地域のさまざ
まな課題を解決しながら、これからの「すみだ」づく
りを進めていくことが求められています。

＊  協治（ガバナンス）：区民・地域・ＮＰＯ・企業などと区が、それぞれに果たすべき責任と役割を自覚しながら、対等の立場で協力し、地域の課題解
決を図る社会のあり方。
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これらのことを踏まえ、2025 年に向けた「すみだ」
のまちづくりの基本目標を次のように定めます。

1．「すみだ」らしさの息づくまちをつくる

2．地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

3． 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつ
くる

4．安心して暮らせる「すみだ」をつくる

5．区民と区が協働で「すみだ」をつくる

第4章
「すみだ」の将来の姿と
その実現に向けたみちすじ
5 つの基本目標ごとに、2025 年までにめざす「す

みだ」の将来の姿とその実現に向けたみちすじを以下
に示します。

基本目標 1
「すみだ」らしさの 
息づくまちをつくる

【 将来の姿 】
江戸から受け継がれている「すみだ」に関わる歴史

や文化が再発見されるとともに守り伝えられ、その時々
のニーズをとらえた形で国の内外に発信されています。
また、歴史によって培われた文化や、隅田川をはじめ
とする豊かな水辺、まちの雰囲気、人とのふれあい、
ものづくりの技など、区民が誇りと愛着をもてる「す
みだ」の魅力によって、多くの人々が訪れる、にぎわ
いのあるまちになっています。

【 その実現に向けたみちすじ 】
■歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する
○ 「すみだ」の歴史ある伝統に培われた文化を継承・
発展させるとともに、音楽のまちとして新たな文化
を創造するなど、世界へ向けて「すみだ」の文化を
発信します。

○ 「すみだ」の文化や芸術を担う人材の発掘・育成に
努めるとともに、ものづくりをはじめとして感性の
高い人たちの創造活動を支援します。

○ 区民の文化創造の場を提供するとともに、誰もがす
ぐれた文化や芸術にふれる機会をつくります。

■特色ある、多彩な魅力や個性を発信する
○ 墨堤の桜や花火など「すみだ」の歴史や伝統に根づ
いた観光資源に加え、区民が誇りにできる新たな観
光空間をつくることにより、「すみだ」の魅力や個
性を内外に発信します。

○ 水辺空間や史跡をはじめ、ものづくりの伝統など豊
富な地域資源を活かすとともに、近隣自治体と連携
を図るなど、「すみだ」の魅力やにぎわいを高める
回遊性の高い観光ルートをつくります。

○ 多彩な観光資源の魅力をさらに引きだすために、人
と人とのふれあいをテーマに、区民によるもてなし
の心が満ちあふれたまちづくりを進めます。

■水と緑を活かした、美しい景観をつくる
○ 「すみだ」のシンボルである隅田川をはじめ、豊か
な水辺において、区民が水や緑に親しめ、ふれあう
ことのできるまちをつくります。

○ うるおいのある都市空間を創出するために、区民や
事業者の協力を得ながら身近な緑を充実します。

○ さまざまなまちづくりの制度や手法を活用しなが
ら、「すみだ」らしさが息づく魅力あるまちなみを
つくります。

基本目標 2
地域で快適に暮らせる
「すみだ」をつくる
【 将来の姿 】
多様な都市機能が調和したまちになっており、職・

住・遊のバランスが取れた快適な居住環境のなかで、
区民は心豊かに暮らしています。主要駅周辺では商業・
業務・サービス・文化などの機能が集中しているとと
もに、それぞれの地域においては日々の生活に必要な
商品やサービスが容易に手に入る便利なまちになって
います。また、誰もが快適に移動できる交通機関や道
路が整備されるなど、人々が活動しやすいまちになっ
ています。

【 その実現に向けたみちすじ 】
■多様な都市機能が調和したまちをつくる
○ 住宅・商業・工業・業務・サービスなどの多様な都
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市機能が共存・調和できる土地利用の誘導を図りま
す。

○ 地域特性に応じ、区民がみずからの発意により共感
のもてるまちづくりを行うことができるしくみづく
りやルールづくりを進めます。

○ ライフスタイル・ライフステージに応じた住み替え
や住宅の建て替え・改修を円滑に進めるしくみをつ
くり、良質な住宅を増やしていくなど、快適な居住
環境づくりに努めます。

■人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる
○ 主要駅周辺を中心に、首都東京の役割の一翼を担う
多様な機能や魅力的な空間を備えた拠点の形成を図
り、活気やにぎわいあふれる、情報感度の高いまち
をつくります。

○ 身近な生活拠点においては、商店・集会施設・公園
など多様な施設をバランスよく配置したまちづくり
を進めます。

■ 誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちを
つくる

○ 誰もが楽しく散策できる歩行者空間の整備をはじめ
として、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。

○ 子育て世帯や高齢者、障害者をはじめとして誰もが
地域社会のなかで快適に暮らすことができるよう
に、ユニバーサルデザインの視点にたったまちづく
りを進めます。

○ 公共交通機関や道路の整備など交通利便性の向上を
図り、地域間の交流を活性化します。

基本目標 3
新しい事業が起き、 
人が集まる「すみだ」をつくる

【 将来の姿 】
ものづくりのまちとして、技術・技能の継承が円滑

に行われているとともに、さまざまな起業が盛んに行
われ、国際競争力をもった新製品や新技術が次々と開
発されるなど、新しい産業が生まれています。また、
消費者ニーズを的確にとらえた商品・サービスを提供
できる新たな商業空間では、時間をかけて買い物を楽
しむ多くの人々でにぎわっています。そして、誰もが
地域のなかで自分の能力を十分に発揮し活躍する、活
力にあふれた元気なまちになっています。

【 その実現に向けたみちすじ 】
■活力ある、新たな産業の創出を図る
○ 時代のニーズを先取りした高感度な製品づくりが、
スムーズに行える企画開発型企業を育成するなど、
既存企業の経営の革新を進めます。

○ 産学連携や企業間ネットワークの強化を図るととも
に、ベンチャー企業の誘致・育成をはじめ、新分野
への起業や創業の支援に努めるなど、次世代の産業
を創造します。

○ ものづくりの楽しさを多くの人々に伝える機会を提
供することなどにより、すぐれたものづくりの技術・
技能を継承するしくみをつくります。

■ 楽しく時間を過ごせる、こだわりをもった商業・
サービス業の集積を進める

○ 区民へ質の高い消費生活を提案できる、こだわりを
もった商業やサービス業の集積を進めます。

○ 製造直販をはじめとして、ITやさまざまなメディア
を活用した商品販売など、地域にふさわしい特色あ
る商業環境を創出します。

○ 地域資源の活用やショッピングモールにおけるイベ
ントの開催など、多くの人々が集い、時間をかけて
楽しく買い物ができるような商業・サービス空間づ
くりに努めます。

■ 誰もが地域のなかで、生きがいをもって働くこ
とができるしくみをつくる

○ ソーシャルエンタープライズやコミュニティビジネ
ス、SOHOの育成など、多くの人々が地域のなかで
働くことができる生涯現役のまちづくりを進めま
す。

○ 働く意欲のある人々が、その能力やライフスタイル
に応じて自分にあった労働の機会を選択できる就業
環境づくりを進めます。

基本目標 4
安心して暮らせる 
「すみだ」をつくる
【 将来の姿 】
災害や犯罪などの危険から人々の生命や財産が守ら

れるようにまちの安全が確保され、区民は安心して暮
らしています。また、高齢者や障害者をはじめとして
すべての人が生涯健康で、ともに支えあいながら、い
きいきと暮らしています。子どもたちは豊かな社会生
活を送っていくための確かな学力・体力・人間性を身
につけて健やかに成長しています。そして、区民一人



219墨田区基本構想

ひとりが地球環境に負荷の少ない暮らしを実践する、
環境と共生したまちになっています。

【 その実現に向けたみちすじ 】
■ 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちと
しくみをつくる

○ 建築物の不燃化や耐震化をはじめ、木造住宅密集地
域の解消やスーパー堤防の整備など、さまざまな手
法を活用しながら、地震・火災・水害など災害に強
いまちづくりを進めます。

○ 災害発生時の応急体制の充実や被災後の復興体制の
整備をはじめとして、緊急時における危機管理能力
の強化を図ります。

○ 地域の連帯強化を進めるなど、災害や犯罪に対して、
安心して生活できるしくみをつくります。

■ すべての人がいきいきと生活できるしくみをつ
くる

○ すべての人が住みなれた地域でいきいきと暮らせる
ように、互いに協力し支えあうとともに、自分のも
てる能力やもち味を発揮し、それぞれの役割を担う
など社会参加を進めます。

○ 子どもたちが健やかに育つように、身近な場所にお
ける相談や多様な形で保育サービスを提供できるし
くみづくりなど、子育てのしやすい環境を整えます。

○ 高齢者や障害者が地域で安心して暮らせるように、
ノーマライゼーションの考え方の普及を図るととも
に、就労や自己実現を支援します。

■生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる
○ 健康長寿を実現するために、健康への関心や知識を
高めるとともに、地域保健医療体制を充実し、生涯
にわたる心とからだの健康づくりを進めます。

○ 食品衛生や環境衛生水準の維持・向上を図るととも
に、衛生管理や安全への対策を進め、健康面におけ
る危機管理の強化を図ります。

■ 豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育
つしくみをつくる

○ 保護者が教育に積極的な関わりをもつとともに、地
域が参画する地域ぐるみの教育を進め、教育の原点
である家庭教育の充実を図ります。

○ 子どもたちが生きる力を身につけるために、一人ひ
とりの個性の尊重を基本として、確かな学力・体力
などを培う教育を進めます。

○ 子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むために、
伝統文化やものづくりなど地域の特色を活かした教
育や異なる文化や考えを理解する教育などを進めま
す。

■ 地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちと
しくみをつくる

○ 雨水利用のさらなる推進やごみの発生抑制、資源の
再使用・リサイクルなどにより資源循環型社会づく
りを進めます。

○ 新エネルギーの導入などにより地球温暖化の防止に
努めるとともに、快適な生活環境の確保のために都
市型・生活型公害の削減・抑制を図るなど、環境負
荷の少ないまちをつくります。

○ 区民や事業者への環境意識の普及・啓発の充実を図
り、環境共生社会への高い意識づけや参加・実践を
進めます。

基本目標 5
区民と区が協働で 
「すみだ」をつくる
【 将来の姿 】
区民一人ひとりが責任と自覚をもって積極的にまち

づくりに関わり、地域の課題をみずから話しあい、み
ずからの行動によって解決できる自律型地域社会に
なっています。そして、区民・地域・NPO・企業など
「すみだ」の力が結集されるなかで、それぞれの主体と
区との役割分担が明確になっており、住民自治の進展
のもとに、多様な公共サービスの担い手によって、地
域のニーズにかなったサービスが提供されるまちに
なっています。

【 その実現に向けたみちすじ 】
■ 人と人とのつながりの強い、地域力の高いまち
をつくる

○ 地域のコミュニティ活動やボランティア・NPO、さ
らには企業の社会貢献活動などが連携できるしくみ
づくりを進めるなど、新たな地域社会の輪をつくり
ます。

○ 区民の身近な施設である学校をコミュニティの核と
して位置づけるなど、誰もが地域活動に参加できる
ように環境を整えます。

○ 地域の学びあいやスポーツを通じ、自分らしさを発
揮するとともに、高齢者や若年者など異なる世代を
はじめ多様な人々が価値観を超えてつながりあえる
しくみづくりを進めます。

○ すべての人々の人権が等しく尊重されるとともに、
やさしさやおもいやりの心を大切にして、お互いを
認めあい協力できる地域社会をつくります。

○ 世界平和を求め、国際理解を深めるとともに、外国
人の暮らしやすさに配慮したまちづくりを行うな
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ど、世界の人々と交流できる地域社会をつくります。

■多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる
○ 区は、区民と区政情報を共有するなど、透明性の高
い開かれた区政を展開していきます。

○ 区民・地域・NPO・企業などの自主性を尊重すると
ともに、区は、それらの主体との役割分担を明確に
しつつ、地域のさまざまな課題を解決するために協
働して区政を運営していきます。

○ 区民ニーズに応じたサービスを迅速・的確に提供で
きるように、区は、効率的かつ効果的な行政経営を
行うしくみをつくるなど、常に行財政改革を進めて
いきます。

○ 区の職員は、強い使命感と高い理念をもち、公正で
公平なサービスに努め、区民の信頼に応えていきま
す。


